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１



 



 

五
泉
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

新
 

旧
 

第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）

 
第
１
条
～
第
４
条
 
（
略
）

 

（
出
産
育
児
一
時
金
）

 
（
出
産
育
児
一
時
金
）

 

第
５
条
 
被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
に

対
し
、
出
産
育
児
一
時
金
と
し
て

4
8
万
８
千
円
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
健
康

保
険
法
施
行
令
（
大
正

1
5
年
勅
令
第

2
4
3
号
）
第

3
6
条
の
規
定
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
１
万
２
千
円
を
上
限

と
し
て
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
５
条
 
被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
に

対
し
、
出
産
育
児
一
時
金
と
し
て

4
0
万
８
千
円
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
健
康

保
険
法
施
行
令
（
大
正

1
5
年
勅
令
第

2
4
3
号
）
第

3
6
条
の
規
定
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
１
万
２
千
円
を
上
限

と
し
て
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 

第
６
条
～
第

1
3
条

 
（
略
）

 
第
６
条
～
第

1
3
条
 
（
略
）

 

 

1



 

五
泉
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

新
 

旧
 

第
１
条
・
第
２
条
 
（
略
）

 
第
１
条
・
第
２
条
 
（
略
）

 

（
課
税
額
）

 
（
課
税
額
）

 

第
３
条
 
（
略
）

 
第
３
条
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世

帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

2
2
万
円
を
超
え

る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、

2
2
万
円
と
す
る
。

 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世

帯
主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及

び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

2
0
万
円
を
超
え

る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、

2
0
万
円
と
す
る
。

 

４
 
（
略
）

 
４
 
（
略
）

 

第
４
条
～
第

1
4
条
の
６
及
び
第

1
4
条
の
７
 
（
略
）

 
第
４
条
～
第

1
4
条
の
６
及
び
第

1
4
条
の
７
 
（
略
）

 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）

 
（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）

 

第
1

5
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
３
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及

び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

6
5
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、

6
5
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

2
2
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、

2
2
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

1
7
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1

7
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。

 

第
1

5
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
３
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及

び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

6
5
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
、

6
5
万
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

2
0
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、

2
0
万
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

1
7
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1

7
万
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。

 

(１
) 
（
略
）

 
(１

) 
（
略
）

 

(２
) 
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合

(２
) 
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合

2



 

算
額
が

4
3
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、

4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に

1
0
万

円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
１
人
に
つ
き

2
9
万
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

 

算
額
が

4
3
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、

4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に

1
0
万

円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
１
人
に
つ
き

2
8
万
５
千
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義

務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 

被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て

 
1

0
,4

0
0
円

 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 

被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て

 
1

0
,4

0
0
円

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次

に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次

に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

(ア
) 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

1
3

,5
5
0
円

 
(ア

) 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

1
3

,5
5
0
円

 

(イ
) 
特
定
世
帯
 

6
,7

7
5
円

 
(イ

) 
特
定
世
帯
 

6
,7

7
5
円

 

(ウ
) 
特
定
継
続
世
帯
 

1
0

,1
6

3
円

 
(ウ

) 
特
定
継
続
世
帯
 

1
0

,1
6

3
円

 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

１
人
に
つ
い
て
 

5
,9

0
0
円

 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

１
人
に
つ
い
て
 

5
,9

0
0
円

 

エ
 
削
除

 
エ
 
削
除

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付
金
課

税
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

6
,8

5
0
円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付
金
課

税
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

6
,8

5
0
円

 

(３
) 
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合

算
額
が
、

4
3
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場

(３
) 
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合

算
額
が
、

4
3
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場

3



 

合
に
あ
っ
て
は
、

4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に

1
0

万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所

属
者
１
人
に
つ
き

5
3
万
５
千
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税

義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

 

合
に
あ
っ
て
は
、

4
3
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に

1
0

万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所

属
者
１
人
に
つ
き

5
2
万
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務

者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 

被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て

 
4

,1
6
0
円

 

ア
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額

 

被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て

 
4

,1
6
0
円

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次

に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

イ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額

 
次

に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額

 

(ア
) 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

5
,4

2
0
円

 
(ア

) 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 

5
,4

2
0
円

 

(イ
) 
特
定
世
帯
 

2
,7

1
0
円

 
(イ

) 
特
定
世
帯
 

2
,7

1
0
円

 

(ウ
) 
特
定
継
続
世
帯
 

4
,0

6
5
円

 
(ウ

) 
特
定
継
続
世
帯
 

4
,0

6
5
円

 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

１
人
に
つ
い
て
 

2
,3

6
0
円

 

ウ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）

１
人
に
つ
い
て
 

2
,3

6
0
円

 

エ
 
削
除

 
エ
 
削
除

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付
金
課

税
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

2
,7

4
0
円

 

オ
 
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額

 
介
護
納
付
金
課

税
被
保
険
者
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い

て
 

2
,7

4
0
円

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

第
1

5
条
の
２
 
（
略
）

 
第

1
5
条
の
２
 
（
略
）

 

（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
申
告
）

 
（
特
例
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
申
告
）
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第
1

5
条
の
３
 
（
略
）

 
第

1
5
条
の
３
 
（
略
）

 

２
 
前
項
の
申
告
書
の
提
出
に
当
た
り
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

5
0
年
労
働
省
令
第
３
号
）
第

1
7
条
の
２
第
１
項

第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知
（
同
令
第

1
9

条
第
３
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
申
告
書
の
提
出
に
当
た
り
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

5
0
年
労
働
省
令
第
３
号
）
第

1
7
条
の
２
第
１
項

第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
特
例
対
象
被
保
険
者
等
で
あ
る
こ
と

の
事
実
を
証
明
す
る
書
類
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
1

6
条
～
第

2
1
条
 
（
略
）

 
第

1
6
条
～
第

2
1
条
 
（
略
）

 

附
 
則

 
附
 
則

 

１
～
４
 
（
略
）

 
１
～
４
 
（
略
）

 

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

５
 
当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
第

3
5
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
（
年
齢

6
5
歳
以
上
で
あ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第

1

5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
中
「
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項
に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第

3
5
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係

る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら

1

5
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
、
「

1
1

0
万
円
」
と
あ
る
の
は
「

1
2
5
万
円
」
と
す
る
。

 

５
 
当
分
の
間
、
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く

は
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
、
前
年
中
に
所
得
税
法
第

3
5
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除
額
（
年
齢

6
5
歳
以
上
で
あ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
控
除
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第

1

5
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項
に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

7
0

3
条
の
５
第
１
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第

3
5
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係

る
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら

1

5
万
円
を
控
除
し
た
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
、
「

1
1

0
万
円
」
と
あ
る
の
は
「

1
2
5
万
円
」
と
す
る
。

 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

６
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

６
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
の
配
当
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
お

け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
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４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」

と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項

中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

1

5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に

法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」

と
す
る
。

 

は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等

の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同

条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は

法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」

と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等

の
金
額
」
と
す
る
。

 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

７
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第

１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和

3
2
年
法
律
第

2
6
号
）
第

3
3
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、

第
3

4
条
第
１
項
、
第

3
4
条
の
２
第
１
項
、
第

3
4
条
の
３
第
１
項
、
第

3
5
条
第
１
項
、

第
3

5
条
の
２
第
１
項
、
第

3
5
条
の
３
第
１
項
又
は
第

3
6
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後

の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1

4
条
の
２
第
２
項
」

と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期

７
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
の
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第

４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金

額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

3
2
年
法
律
第

2
6
号
）
第

3
3
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は

第
２
項
、
第

3
4
条
第
１
項
、
第

3
4
条
の
２
第
１
項
、
第

3
4
条
の
３
第
１
項
、
第

3
5
条

第
１
項
、
第

3
5
条
の
２
第
１
項
、
第

3
5
条
の
３
第
１
項
又
は
第

3
6
条
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1
4
条
の
２

第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
控
除
後
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又

は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
4
条
第

４
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
4
条
第
４
項
に
規
定
す
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譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

 
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
す
る
。

 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

８
 
（
略
）

 
８
 
（
略
）

 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の
２
第
２

項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び

山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

９
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
の
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
第
１
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条
の
２

第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山

林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

1
0
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条

の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く

は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

1
0
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
の
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3

1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若

し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
上
場
株

7



 

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
２
の
２
第
５
項
に
規
定

す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

1
1
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の
２
第
２
項
」

と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金

額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金

額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得

金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

の
金
額
」
と
す
る
。

 

1
1
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
の
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得

を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
第
１
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係

る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の
２
第
２

項
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
山
林
所

得
金
額
又
は
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

の
金
額
」
と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
5
条
の
４
第
４
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所

得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

1
2
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金

額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の

金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1

4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
同
条

第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は

法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、

1
2
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
の
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る

場
合
に
お
け
る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所

得
等
の
金
額
」
と
、
「
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、

同
条
第
２
項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額

又
は
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
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第
1

5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び

に
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と

す
る
。

 

と
、
第

1
5
条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額

並
び
に
法
附
則
第

3
3
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
」
と
す
る
。

 

1
3
・

1
4
 
（
略
）

 
1

3
・

1
4
 
（
略
）

 

（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

 

1
5
 
世
帯
主
又
は
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
が
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
4
年
法
律
第

4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特

例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に
係
る

利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
け

る
第
４
条
、
第
６
条
の
２
、
第
７
条
及
び
第

1
5
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
４

条
第
１
項
中
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
4
年
法
律
第

4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等

実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等

の
額
の
合
計
額
か
ら
法
第

3
1
4
条
の
２
第
２
項
」
と
、
「
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計

額
（
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条

の
２
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
の
合
計
額
（
」
と
、
同
条
第
２

項
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
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又
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施
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２
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施
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又
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す
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実
施
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す
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実
施
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３
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２
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６
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２
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施
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す
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実
施
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２
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施
特
例
法
第

３
条
の
２
の
２
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又
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施
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２
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施
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２
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係
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中
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実
施
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、
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の
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に
関
す
る
法
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下
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等
実
施
特
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法
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と
い
う
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の
２
第
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に
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定
す
る
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及
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施
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。
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１．保険税全体

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
賦課額 1,328,540,685円 1,256,116,609円 1,201,256,612円 1,164,650,300円 1,080,433,252円
収納額 1,048,466,717円 1,001,756,272円 973,257,526円 946,046,432円 877,298,832円
収納率 78.92% 79.75% 81.02% 81.23% 81.20%

２．現年課税分

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
賦課額 1,043,456,800円 1,010,890,800円 976,848,000円 952,354,400円 877,057,900円
収納額 1,001,233,922円 965,460,084円 937,215,624円 914,600,292円 841,950,753円
収納率 95.95% 95.51% 95.94% 96.04% 96.00%

３．滞納繰越分

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
賦課額 285,083,885円 245,225,809円 224,408,612円 212,295,900円 203,375,352円
収納額 47,232,795円 36,296,188円 36,041,902円 31,446,140円 35,348,079円
収納率 16.57% 14.80% 16.06% 14.81% 17.38%

国民健康保険税の収納状況
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項
目

年
度

前
年
度
比

前
年
度
比

前
年
度
比

前
年
度
比

前
年
度
比

平
成
30
年
度

3,
29
8,
70
3,
95
9

10
0.
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21
,4
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10
7.
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2
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２
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3,
64
0,
78
5,
64
6

98
.4
%

令
和
３
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0
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%
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%
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４
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費
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費
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養
費

療
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給
付
費

合
　
　
計

療
養
諸
費
及
び
高
額
療
養
費
の
推
移

単
位
：円

【決
算
書
よ
り
】

0

5
0
0
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0
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介
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単位：人　
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

3月 11,487 10,910 10,413 10,161 9,970

4月 11,583 10,968 10,521 10,258 10,078

5月 11,416 10,892 10,498 10,215 10,016

6月 11,339 10,827 10,449 10,191 9,980

7月 11,357 10,768 10,403 10,158 9,925

8月 11,263 10,717 10,363 10,123 9,888

9月 11,234 10,676 10,328 10,082 9,864

10月 11,153 10,638 10,286 10,069 9,720

11月 11,111 10,600 10,242 10,026 9,612

12月 11,096 10,602 10,262 10,054 9,590

1月 11,088 10,561 10,265 10,049 9,560

2月 10,980 10,468 10,248 10,019 9,503

年間被保険者数 135,107 128,627 124,278 121,405 117,706

月平均被保険者数 11,259 10,719 10,356 10,117 9,809
前年度比

(月平均被保険者数) 95.6% 95.2% 96.6% 97.7% 97.0%

被保険者数の推移
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月平均被保険者数

人
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平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

療養諸費等
（円）

3,854,725,882 3,700,075,293 3,640,785,646 3,603,962,786 3,650,999,508

平均被保険者数
（人）

11,259 10,719 10,356 10,117 9,809

一人当たり
療養諸費等（円）

342,368 345,188 351,563 356,228 372,209

対前年度比
(一人当たり
療養諸費等)

105.1% 100.8% 101.8% 101.3% 104.5%

平均被保険者数と一人当たり療養諸費等の推移
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平均被保険者数

（人）

人

円
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１．入院の件数、費用額の上位5疾病とその割合

順位 疾病分類項目 件数 割合
1 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 346 12.2%
2 その他の神経系の疾患 231 8.2%
3 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 216 7.6%
4 その他の消化器系の疾患 113 4.0%
5 脳梗塞 110 3.9%

順位 疾病分類項目 費用額（円） 割合
1 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 157,876,490 9.5%
2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 129,372,070 7.8%
3 その他の神経系の疾患 122,075,420 7.3%
4 脳梗塞 84,396,880 5.1%
5 その他の心疾患 81,924,580 4.9%

疾病中分類（130項目）別の件数、費用額の上位5疾病
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２．入院外の件数、費用額の上位5疾病とその割合

順位 疾病分類項目 件数 割合
1 高血圧性疾患 12,050 13.4%
2 脂質異常症 7,423 8.3%
3 糖尿病 7,068 7.9%
4 その他の眼及び付属器の疾患 5,473 6.1%
5 その他の心疾患 2,863 3.2%

順位 疾病分類項目 費用額（円） 割合
1 腎不全 229,865,920 11.0%
2 糖尿病 177,627,700 8.5%
3 高血圧性疾患 141,969,760 6.8%
4 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 135,438,790 6.5%
5 その他の心疾患 90,563,700 4.3%
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千円 入院外費用額の上位5疾病
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